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１．事業活動方針 

児童発達支援・放課後等デイサービスの提供にあたり、利用者等の意思及び人格を尊重し、

利用者の立場に立った適切な支援を行い、地域において自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、児童福祉法に基づき、利用者一人一人の発達を促すよう援助していく。 

２．事業内容、行事等 

（１） 児童発達支援事業 

① 日常生活における基本的動作の指導 

② 日常生活における知識技能習得の指導 

（２） 放課後等デイサービス事業 

① 生活能力向上のための指導 

② 社会参加の機会の提供 

（３） 共通 

① 家族の相談と仲間づくりの支援 

② 関係機関との連携や、情報提供、相談活動 

③ 健康管理 

④ コミュニケーション技能の習得 

（４）行事 

月 行事内容 月 行事内容 

4 月 入学進級を祝う会 10 月 ハロウィン 

5 月 避難訓練① 11 月 収穫祭 

6 月 いちご狩り 

避難訓練② 

12 月 クリスマス会 

7 月 七夕会 

避難訓練③ 

1 月 初詣 

お正月の遊び 

みんなでクッキング 

8 月 

 

ドライブ（岩沼方面） 

みんなでクッキング 

2 月 豆まき会 

9 月 運動会 

ミニ運動会 

3 月 ひなまつり 

お楽しみ会 

おにぎり作り 

 

３．療育方針 

（１）児童発達支援事業 

・基本的運動機能・体力を養う。（感覚・運動・模倣・制作遊びなど） 

・音楽療法なども取り入れながら「できた」「やってみたい」が得られる活動。 

・集団生活適応の訓練。（他者を意識したルールを取り入れた遊びなど） 



（２）放課後等デイサービス 

  ・集団での役割を担う。 

  ・余暇時間の過ごし方を身につける。 

  ・様々な体験を提供することで、活動の範囲を広げる。 

  ・自己表現の方法を身につける。 

  ・自分の気持ちの伝達の仕方や欲求の発散方法を見つける。 

（３）家族に対して 

  ・個別相談による悩み、状況などの把握と助言などを行いながら共通理解をはかる。 

  ・毎月さんらいず通信を発行し、児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業で実施し

ていることを発信し理解や協力を図っていく。 

４．指導方法 

（１） 児童発達支援事業 

  ・個々の特性に応じた遊びや活動を個別に計画し実施する。 

  ・音楽や運動、知育活動などを通じて、五感を意識して使う感覚を身につける。 

（２） 放課後等デイサービス事業 

  ・集団における過ごし方を身につけられるよう、様々な機会を通して支援し、お手伝い・

係活動などを行うことで、集団における役割を担う機会を作る。 

・様々な資源を活用できる機会を作り、余暇の充実が図れるよう支援する。 

・得意な分野の内容を広げる遊びや活動を見つけ提供する事で、自信を持って楽しく過ご

せるよう支援する。 

５．事業運営管理 

（１） 職員 

職種 施設長兼児

童発達支援

管理責任者 

副施設長

兼児童指

導員 

児童指導員 保育士 看護師 事務職 合計 

職員数（人） 1 １ ３（※1 名） １ １ 1 ８ 

                        ※児童指導員 1 名は、月に 2 回勤務 

（２） 衛生管理 

登所時の健康観察、検温等による健康チェックを実施し、疾病の早期発見に努める。 

疾病が心配される利用者に対しては、保護者・関係機関と連携していく。 

また、うがい、手洗い、手指消毒、施設内消毒などを励行し感染防止に努める。 

（３） 児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業自己評価の実施 

年に１度事業者自己評価・保護者評価を実施し、改善点を検討していく。 

（４） 避難訓練 

危機管理・防災マニュアルに基づき避難訓練等を実施していく。 

 



（５） 職員研修 

職員の資質・援助技術や専門技術、支援に対する意識の向上を図るため、オンライン

研修、各種研修会等への参加を奨励する。また資格取得について奨励し支援する。 

 

６．契約状況              
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                             2024 年 4 月 30 日現在 

７．相談支援事業所との連携 

相談支援事業所と連携を図りながら、地域の状況の把握と協力しながら障がい児者の支援

につなげていく。 

 

８．障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出（加算Ⅲ） 

令和 6 年 6 月より福祉・介護職員処遇改善が処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースア

ップ加算が一本化され、職員のベースアップより充実したものつながる制度となった。さ

んらいずとしても計画書等を作成して、職員の賃金の改善を図っていく。 

 

９．活動拠点について 

令和 6 年 4 月１日より活動拠点を山元町山寺字北坪路 12-63 から山元町高瀬字合戦原

113-37 に活動拠点を移転した。放課後等デイサービス、児童発達支援ともに広い空間で

活動が可能となった。 

 


